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項   目 主な取組み状況等 所      見 所見に対する回答 

○ 地震などの大規

模災害時における

旅客の避難誘導・帰

宅困難者対応に関

する事項 
（１）地震などの大規

模災害時におけ

る対応体制等 
 

 
 

 

 

 

・ 東日本旅客鉄道株式会社（以下「ＪＲ

東日本」という。）では、地震などの大

規模災害発生時において、利用者の安全

を確保するとともに、鉄道事業及び関連

事業に係わる車両、施設、設備等の災害

予防、災害応急対策、災害復旧等につい

て、迅速適切に処理すべき業務の大綱を

定め、もって防災活動の総合的かつ有機

的な推進を図ることを目的として、防災

業務計画を策定している。同計画では、

初動対応の方針として、「地震・津波発

生当初は、社員はお客さまの安全を 優

先に考え、負傷者の救助・救命及びお客

さまの避難誘導にあたる」と規定してい

る。また、対応体制としては、東京３０

㎞圏内で震度５弱以上及びそれ以外の

箇所で震度６弱以上の地震が発生した

場合は、本社及び支社等に対策本部を設

置することとしている。本社対策本部に

 

 

 

 

 

・ 今後とも、利用者の安全確

保の観点から、万全な態勢を

整えるべく取り組んでいく

ことが期待される。 

 

 

 

 

 

 

・ 地震発生時に、お客さま

の安全を確保するため、万

全な態勢を整えられるよう

に、震災対策について、引

き続き取り組んでまいりま

す。 
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ついては、本社に設置することとし、本

社設置が困難な場合は東京支社ビルに、

東京支社設置が困難な場合には高崎支

社ビルに設置することとしている。さら

に、災害時に非常参集する社員及び計画

をあらかじめ定め、非常参集する社員

は、安否確認報告後、非常参集箇所に集

合し、情報収集及び対策本部の設置・運

営等を行うこととしている。 

・ 駅における利用者の避難誘導について

は、各駅で作成しているマニュアル等に

おいて、避難経路及び避難場所を定めた

上で、その案内図を作成しており、利用

者からの要請があった際は配布するこ

ととしている。また、利用者に対する運

行状況の案内に関しては、異常時案内用

ディスプレイや駅構内放送、ホームペー

ジ等により運転状況や振替輸送等に関

する情報を提供している。 

・ 平成２５年度における避難誘導等の訓

練については、各支社、現業機関等で約

５９０回実施したほか、自治体、警察、

消防等と連携した合同訓練を約１１０

回実施している。 
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（２）東北地方太平洋

沖地震の発生時

における主な対

応 
 

・ 平成２３年３月１１日１４時４６分に

東北地方太平洋沖地震が発生したが、地

震発生時において、新幹線では、新幹線

早期地震検知システムの海岸地震計が

いち早く揺れを検知し、列車への電力供

給を遮断したため、自動的に非常ブレー

キがかかり、全ての列車が緊急停車し

た。また、首都圏、仙台圏の在来線では、

在来線早期地震警報システムが作動し、

自動で一斉防護無線を発報するととも

に、指令室・ＣＴＣセンターから指令員

が無線で一斉停止を通告した結果、全線

で安全に停車させることができた。１４

時４９分には、大津波警報が発令され、

対象となる線区において、乗務員による

利用者の避難誘導を実施した。１４時５

０分には、社長を本部長とする対策本部

を設置し、利用者の安全確保、被災状況

の情報収集等を行った。また、ＪＲ東日

本管内の全列車が停止したため、多数の

駅間停車が発生したが、駅等の現業機関

や非現業部門、グループ会社など総力を

挙げて旅客の救済にあたった。これらの

結果、乗車中の利用者に死傷者はいなか

った。 

・ 首都圏における運転再開については、

各線区における設備の点検等を進めた
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ところ、夕方までの点検状況等から、運

転再開には相当の時間がかかること、余

震が群発していること等から当日中の

運転再開は困難と判断した。このため、

「一斉帰宅行動の抑制」の観点も踏ま

え、早い段階での周知が必要であったこ

とから、１８時２０分に終日運休のプレ

スを行った。なお、各線区の点検の結果、

山手線、中央線、京浜東北線、横須賀線、

常磐線、武蔵野線、宇都宮線等多くの線

区で不具合が見つかり、例えば、山手線

については、軌道変状や架線故障等、運

転が不可能となる損傷が発生し、徹夜で

復旧作業を行った。 

・ ＪＲ東日本の管内の駅では、多くの駅

で落下物や構造物の損傷が確認され、ま

た、余震のおそれもあったことから、ホ

ーム、コンコースを避けて、公共施設等

へ誘導する等の対応を行った。また、東

京駅等の一部の駅では施設を開放する

とともに、グループ企業のホテルでも施

設を開放するなどの対応を行った。一

方、新宿駅等の一部の駅においては、設

備上・安全上の観点からシャッターを閉

めており、結果として駅周辺に利用者が

滞留することとなった。 

・ その後、首都圏における運転再開につ
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いては、翌１２日朝から、山手線、東海

道線等、安全確認がとれた路線から順次

運転再開した。 

（３）東北地方太平洋

沖地震発生時の

対応を踏まえた

改善策 

 

・ ＪＲ東日本においては、上記対応によ

り、利用者の安全確保等を図ったところ

であるが、その後の社内における検証の

結果、帰宅困難者への対応や利用者への

情報提供等の課題が明らかになり、今後

の大規模災害等に対応するため、東京３

０ｋｍ圏内の各駅については、以下の対

策を講じているところである。 

・ 利用者の安全確保を 優先に考え、

防災業務計画、防災業務実施計画、各

駅毎に作成している震災マニュアル

等に、帰宅困難者の対応として、一時

滞在場所の選定、備蓄品の配備・提供

等を盛り込んだ。 

・ 駅の一時滞在場所については、駅の

スペースが狭隘であることなどによ

り開放が困難な場合を除き、改札外ス

ペースを基本に選定し、改札内スペー

スについては、線路・ホームへの立入

防止措置が可能であり、運転再開時の

構内整理等を行ううえで問題ないこ

とを確認して、選定することとした。

東京３０ｋｍ圏内の２５７駅で検証

した結果、２０９駅合計で約６万人分

・ 左のとおり、ＪＲ東日本に

おいては、駅における一時滞

在場所の確保、飲料水等の備

蓄品の配備、情報提供の充実

など様々な改善策を講じて

いるところである。 

・ 平成２４年９月１０日、内

閣府及び東京都が共催し、総

務省、国土交通省、首都圏の

地方自治体や放送・通信・輸

送等関連事業者が参加する

「首都直下地震帰宅困難者

等対策協議会」において 終

報告がとりまとめられ、大規

模災害時における帰宅困難

者発生により生じる社会的

混乱を防止するため、 

・ 「大規模な集客施設や駅

等における利用者保護ガイ

ドライン」（大規模な集客施

設や駅等の事業者が利用者

保護を適切に行うための参

考となる手順等を示したも

の） 

・ 「首都直下地震帰宅困難

者等対策協議会」において

とりまとめられた 終報告

を踏まえ、鉄道事業者自ら

取り組むことが可能な事項

については、引き続き積極

的・計画的に取り組んでま

いります。 

・ 帰宅困難者に一時滞在場

所を提供する際、備蓄品の

配布やお客さまの一時滞在

施設への誘導で混乱が生じ

ないよう、訓練や自治体と

の協議等を通して準備して

まいります。なお、備蓄倉

庫を建設中のため未配備だ

った残り５駅についても本

監査後に備蓄品の配備を完

了しました。また、異常時

案内ディスプレイも増備を

行い、現在、１８６駅５３

７台に設置しています。今

後も整備を進めてまいりま

す。 
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の一時滞在場所を選定した。また、ス

ペースがなく一時滞在場所を確保で

きない駅についても、トイレ、公衆電

話を 大限提供することとした。 

・ 備蓄品については、２０４駅合計で

約６万人分の飲料水・簡易食料・エマ

ージェンシーシート・簡易トイレ等を

配備した。備蓄倉庫を建設中の残り５

駅についても平成２５年度中に配備

が完了する予定である。このほか、ト

イレテントや便座タイプの簡易トイ

レ、エアマットと負傷者を救出するた

めの救助品（バール、ジャッキ等）や

応急救護品（三角巾、包帯、絆創膏等）

を一定数配備した。 

・ 一時滞在場所や飲料の提供につい

て、駅ビル・ホテル等のグループ会社

と連携して、帰宅困難者対応を行うこ

ととした。 

・ 飲料水については、グループ会社が

運営する駅の店舗や飲料倉庫からも

提供できるようにした。なお、飲料自

動販売機からも提供できるような体

制づくりを検討している。 

・ 主要ターミナル駅においては、災害

時の利用者対応に必要な設備に電力

が２４時間供給可能となるよう、非常

・ 「駅前滞留者対策ガイド

ライン」（駅周辺の事業者や

学校等からなる駅前滞留者

対策協議会を設置しようと

する地方公共団体におい

て、地域の行動ルールに基

づき混乱を防止する共助の

取組を円滑に実施する際の

参考となる手順等の具体的

な内容を示したもの） 

などが策定された。 

・ この 終報告を踏まえ、鉄

道事業者自ら取り組むこと

が可能な事項については、引

き続き積極的・計画的に取り

組むことが必要である。 
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用発電機、燃料タンク等の設置を進め

ている。 

・ 利用者への情報提供については、現

在、異常時案内ディスプレイを１５１

駅で４７５台整備しており、今後も継

続して整備を進めることとしている。

・ 東北地方太平洋沖地震発生時、一部

の通信設備においてトラフィック制

限や停電による不通箇所等の通信障

害が発生したことを踏まえ、通信設備

の強化のため、衛星携帯電話や WiMAX

端末等を配備した。 

・ 関係地方自治体、警察、消防、周辺

企業と合同で新宿、池袋駅等におい

て、自治体指定の一時滞在施設や避難

場所等への誘導、情報提供等を内容と

した帰宅困難者対策訓練を実施する

とともに、当該団体で構成される協議

会に参加し、対策を進めている。 

 

・ さらに、首都圏以外の仙台、盛岡、新

潟支社等の全支社においても、各支社ご

とに策定している防災業務実施計画に

基づき管内の主要駅で、列車仮泊等が発

生した際の対応を兼ねた飲料水等の備

蓄品の配備等や滞留スペースの確保を

実施しているところである。 
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・ さらに、ＪＲ東日本においては、新宿

駅、渋谷駅、池袋駅等で自治体、警察、

消防、周辺事業者等を構成員とした協議

会等に参加し、帰宅困難者対策を協議し

ているところである。また、協議会等と

並行して関係自治体との間においては、

連携が必要な以下の項目について、あら

かじめ協議を行い、確認しておくことと

している。 

・ 帰宅困難者に対する各駅での具体的

な対応内容 

・ 自治体の指定避難場所及び一時滞在

施設の開設基準、場所、収容人数 

・ 自治体の連絡先、連絡手段、具体的

な連絡内容と防災無線借用の可否 

・ 指定避難場所及び一時滞在施設への

案内方法 等 

 

 

・ 帰宅困難者対策について

は、自治体との連携が不可欠

であり、今後とも、他の自治

体において協議会等が設置

され、ＪＲ東日本に対して参

加要請があった場合には、積

極的に参加するとともに、利

用者の安全確保など鉄道事

業者として取り組むべき事

項については、積極的にその

役割を果たすことが必要で

ある。 

 

 

・ 今後とも、他の自治体に

おいて協議会等が設置さ

れ、ＪＲ東日本に対して参

加要請があった場合には積

極的に参加し、利用者の安

全確保など鉄道事業者とし

て取り組むべき事項につい

ては、積極的にその役割を

果たしてまいります。 

 

・ なお、本監査後の、２月

８日及び１４日からの大雪

により一部の駅で帰宅困難

者が発生しました。特に１

４日は中央線・高崎線で多

くのお客さまが帰宅困難と

なりました。当日は仮泊所

として列車や駅の事務室を

使用し、自治体の協力によ

り公民館や旅館等が開放さ

れ、お客さまを案内・誘導

しました。食料については、

震災対策として配備してい

た備蓄品を一部の駅で提供

するとともに、運転再開ま

で日数を要したことなど、
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備蓄品だけでは不足したた

め、近隣店舗で購入した食

料の配付も行いました。さ

らに、一部の駅では、地元

住民による炊き出しの協力

も得ました。その後、除雪

により主要道路が通行可能

となったため、救済バスや

タクシーを手配し、運転を

再開した列車とあわせてお

客さまの救済を行いまし

た。 

 

・ 今回の大雪を踏まえた対

策として、ハード、ソフト

の両面で除雪・融雪能力の

向上を図り、列車の運転確

保に取り組んでまいりま

す。また、帰宅困難者が発

生してしまった場合に備

え、備蓄品の配備範囲の拡

大を検討してまいります。 

 


